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規 則

高知県砂防指定地管理規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第 6号

高知県砂防指定地管理規則の一部を改正する規則

高知県砂防指定地管理規則（昭和44年高知県規則第62号）の一

部を次のように改正する。

第 1条中「。第13条において「法」という。」を削り、「の施

行について」を「に定めるもののほか、砂防指定地及び砂防設備

の管理に関し」に改める。

第 2条第 6号中「第 4条第 1項の」を「第 4条第 1項の規定に

よる」に改める。

第 3条第 3号中「承諾書が得られない場合は」を「当該承諾書

が得られない場合にあっては」に改め、同条第 4号中「必要と」

を「必要があると」に改める。

第 4条の見出し中「手続」を「申請手続」に改める。

第 5条の見出し中「手続」を「許可の申請手続」に改め、同条

中「を受けようと」を「の申請をしようと」に改める。

第 6 条の見出しを「（制限行為の着手等の届出手続）」に改

め、同条第 2 項中「砂防指定地内制限行為終了（中止・廃止）

届」を「砂防指定地内制限行為終了等届」に改める。

第 7条の見出し中「届出の手続」を「届出手続」に改める。

第 8条の見出し中「手続」を「許可の申請手続」に改め、同条

中「を受けようと」を「の申請をしようと」に改める。

第 9条中「の砂防指定地内制限行為等許可標識」を「による砂

防指定地内制限行為許可標識」に改める。

第10条の見出しを「（住所等の変更の届出手続）」に改め、同

条中「住所・氏名（名称）等変更届」を「住所等変更届」に改め

る。

第11条の見出し中「届出の手続」を「届出手続」に改める。

第12条の見出し中「届出の手続」を「届出手続」に改め、同条

中「死亡（解散）届」を「死亡等届」に改める。

第13条の見出し中「立入り」を「立入りの際の身分証明書の提

示」に改め、同条中「法」を「砂防法」に改める。

第14条の見出し中「提出」を「経由等」に改め、同条中「この

規則に定めるところにより、」を「条例又はこの規則の規定によ

り」に、「管理する」を「所管する」に、「経由しなければ」を

「経由して提出しなければ」に改める。

第15条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「この規則に定

めるもののほか、」を削る。

別記第 1号様式中

「協議者　住　所

　　　　　氏　名　」

を

「協議者　住所

名称

職・氏名

電話番号」

に改め、同様式注 2中「行為をしようとする場所」を「行為の範

囲」に改める。

別記第 2号様式中

「年　　　月　　　日」

を

「　　年　　月　　日」

に、

「高知県知事　　　　　　　様」

を

「高知県知事　様　　　　　　」

に、

「
申請者　住　所

　法人にあっては、主

　　　　　　　　　たる事務所の所在地

　　　　　
氏　名

　法人にあっては、名

　　　　　　　　　称及び代表者の氏名　　　」

を

「申請者　住所

　　　　　氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、「規定により」を「規定による」に、

「行為の内容及び

施　行　方　法」

を

「行為の内容及び

施行方法　　　」

に改め、同様式注 2中「行為をしようとする場所」を「行為の範

囲」に改める。

別記第 3号様式中

「年　　　月　　　日」

を

「　　年　　月　　日」

に、

「高知県知事　　　　　　　様」

を

「高知県知事　様　　　　　　」

に、

「
申請者　住　所

　法人にあっては、主

　　　　　　　　　たる事務所の所在地

　　　　　
氏　名

　法人にあっては、名

　　　　　　　　　称及び代表者の氏名　　　」

を
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「申請者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、「高知県砂防指定地管理条例第 7条第 3項の規定による」を

「次のとおり高知県砂防指定地管理条例第 7条第 2項の規定に基

づく」に、

「許 可 年 月 日

許　可　番　号」

を

「許可年月日及び

許可番号　　　」

に改め、同様式注 2中「行為をしようとする場所が、」を「行為

の範囲が」に、「わたるときは」を「わたっているときは」に改

める。

別記第 4号様式中

「年　　　月　　　日」

を

「　　年　　月　　日」

に、

「高知県知事　　　　　　　様」

を

「高知県知事　様　　　　　　」

に、

「
申請者　住　所

　法人にあっては、主

　　　　　　　　　たる事務所の所在地

　　　　　
氏　名

　法人にあっては、名

　　　　　　　　　称及び代表者の氏名　　　」

を

「届出者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、「及び第 2項の規定により」を「の規定により、」に、

「許 可 年 月 日

許　可　番　号」

を

「許可年月日及び

許可番号　　　」

に、

「住　所

氏　名」

を

「住所

氏名　」

に改め、同様式注中「欄には」を「欄は」に改める。

別記第 5号様式中

「年　　　月　　　日」

を

「　　年　　月　　日」

に、

「高知県知事　　　　　　　様」

を

「高知県知事　様　　　　　　」

に、

「
届出者　住　所

　法人にあっては、主

　　　　　　　　　たる事務所の所在地

　　　　　
氏　名

　法人にあっては、名

　　　　　　　　　称及び代表者の氏名　　　」

を

「届出者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、

「砂防指定地内制限行為終了（中止・廃止）届」

を

「　　　砂防指定地内制限行為終了等届　　　」

に改め、「終了（中止・廃止）したので」を削り、

「許 可 年 月 日

許　可　番　号」

を

「許可年月日及び

許可番号　　　」

に、

「住　所

　氏　名」

を

「住所

氏名　」

に改め、同様式に注として次のように加える。

注　「許可内容」欄は、行為の内容及び施行方法を記入してくだ

さい。

別記第 6号様式中

「年　　　月　　　日」

を

「　　年　　月　　日」

に、

「高知県知事　　　　　　　様」

を

「高知県知事　様　　　　　　」

に、

「
届出者　住　所

　法人にあっては、主

　　　　　　　　　たる事務所の所在地

　　　　　
氏　名

　法人にあっては、名

　　　　　　　　　称及び代表者の氏名　　　」

を

「届出者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、「規定により」を「規定により関係書類を添えて」に、

「行為の内容及び

施　行　方　法」

を

「行為の内容及び

施行方法　　　」

に改め、同様式注 1中「欄には」を「欄は」に改める。

別記第 7号様式中

「年　　　月　　　日」

を

「　　年　　月　　日」

に、

「高知県知事　　　　　　　様」

を

「高知県知事　様　　　　　　」

に、

「
届出者　住　所

　法人にあっては、主

　　　　　　　　　たる事務所の所在地

　　　　　
氏　名

　法人にあっては、名

　　　　　　　　　称及び代表者の氏名　　　」

を

「申請者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」
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に、「　　年　　月　　日付け高知県指令第　　号をもって許可

のあった」を「　　　　　年　　月　　日付け高知県指令第　　

　　　号で許可のありました」に、「変更したいので」を「変更

の許可を受けたいので」に、「規定により」を「規定により関係

書類を添えて」に改め、同様式に注として次のように加える。

注　「許可内容」欄は、行為の内容及び施行方法を記入してくだ

さい。

別記第 8号様式中

「砂 防 敷 地 内 制 限 行 為 等 許 可 標 識」

を

「　　　砂防敷地内制限行為許可標識　　　」

に、

「許可の内容及び

面　　　　　積」

を

「許可の内容及び

面積　　　　　」

に、

「行為等許可を受

け　　た　　者」

を

「行為の許可を受

けた者　　　　」

に改める。

別記第 9号様式中

「年　　　月　　　日」

を

「　　年　　月　　日」

に、

「高知県知事　　　　　　　様」

を

「高知県知事　様　　　　　　」

に、

「
届出者　住　所

　法人にあっては、主

　　　　　　　　　たる事務所の所在地

　　　　　
氏　名

　法人にあっては、名

　　　　　　　　　称及び代表者の氏名　　　」

を

「届出者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、

「住　所　・　氏　名　（名　称）　等　変　更　届」

を

「　　　　　　　　 住所等変更届 　　　　　　　　」

に、「規定により、」を「規定により、次のとおり」に、

「許 可 年 月 日

許　可　番　号」

を

「許可年月日及び

許可番号　　　」

に、

「年　　　月　　　日」

を

「　　年　　月　　日」

に、

「高知県知事　　　　　　　様」

を

「高知県知事　様　　　　　　」

に、

「
届出者　住　所

　法人にあっては、主

　　　　　　　　　たる事務所の所在地

　　　　　
氏　名

　法人にあっては、名

　　　　　　　　　称及び代表者の氏名　　　」

を

「届出者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、「規定により」を「規定により、次のとおり関係書類を添え

て」に、

「許 可 年 月 日

許　可　番　号」

を

「許可年月日及び

許可番号　　　」

に、

「許可を受けた者

の住所・氏名」

を

「許可を受けた者

の住所及び氏名」

に改め、同様式に注として次のように加える。

注　「許可内容」欄は、行為の内容及び施行方法を記入してくだ

さい。

別記第11号様式中

「年　　　月　　　日」

を

「　　年　　月　　日」

に、

「高知県知事　　　　　　　様」

を

「高知県知事　様　　　　　　」

に、

「届出者　住　所　法人にあっては、主

許

可

変

更

変

更

前

変

更

後

「

「

」

」

住 所 又 は

所 在 地

氏名又は名

称及び代表

者名

住 所 又 は

所 在 地

氏名又は名

称及び代表

者名

住所又は所

在地

氏名又は名

称若しくは

代表者名

住所又は所

在地

氏名又は名

称若しくは

代表者名

を

に改め、同様式に注として次のように加える。

注　「許可内容」欄は、行為の内容及び施行方法を記入してくだ

さい。

別記第10号様式中
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　　　　　　　　　たる事務所の所在地

　　　　　
氏　名

　法人にあっては、名

　　　　　　　　　称及び代表者の氏名　　　」

を

「届出者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、

「死　　　亡　　　（解　　　散）　　　届」

を

「　　　　　　　 死亡等届 　　　　　　　」

に、「規定により」を「規定により、次のとおり関係書類を添え

て」に、

「許 可 年 月 日

許　可　番　号」

を

「許可年月日及び

許可番号　　　」

に、

「　許可を受けた者

の住所・氏名

法人にあって

は、主たる事務

所の所在地、名

称及び代表者氏

名　　　　　　　」

を

「　許可を受けた者

の住所及び氏名

法人の場合は、

主たる事務所の

所在地、名称及

び代表者の職・

氏名　　　　　　」

に改め、同様式に注として次のように加える。

注　「許可内容」欄は、行為の内容及び施行方法を記入してくだ

さい。

別記第12号様式を次のように改める。

第第1122号号様様式式（第13条関係）

備考 １ 写真の大きさは、縦４センチメートル、横３センチメートルとする。

２ この身分証明書を紛失し、又はこの身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに所属長

に報告しなければならない。

３ この身分証明書は、転任し、又は退職したときは、直ちに返納しなければならない。

（裏面）

第 号

身分証明書

所属

職名

氏名

年 月 日生

有効期限 年 月 日

上記の者は、砂防法第23条第１項の規定に基づき、砂防指定地又はこれに隣接する土地に立ち入

る職員であることを証明します。

年 月 日発行

高知県知事

砂防法（抜粋）

第第２２条条 砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スヘ

キ土地ハ国土交通大臣之ヲ指定ス

第第2233条条 砂防ノ為必要ナルトキハ行政庁ハ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地又ハ之ニ鄰

接スル土地ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ材料置場等ニ供シ又ハ已ムヲ得サルトキハ其ノ土地ニ現在ス

ル障害物ヲ除却スルコトヲ得

② 略

高高知知県県砂砂防防指指定定地地管管理理規規則則（抜粋）

（土地への立入りの際の身分証明書の提示）

第第1133条条 砂防法第23条第１項の規定により知事又はその命を受けた職員若しくはその委任を受けた

者が、砂防指定地又はこれに隣接する土地に立ち入るときは、別記第12号様式による身分証明書

を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示するものとする。

9.0センチメートル
6.0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

写真貼り付け箇所
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附　則

この規則は、令和 4年 4月 1日から施行する。

高知県急傾斜地崩壊危険区域の指定地管理規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第 7号

高知県急傾斜地崩壊危険区域の指定地管理規則の一部を

改正する規則

高知県急傾斜地崩壊危険区域の指定地管理規則（昭和44年高知

県規則第68号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「管理について」を「管理に関し」に改める。

第 2 条第 2 項中「設備したもの」を「設置したもの」に改め

る。

第 3条の見出し中「許可申請」を「許可の申請」に改め、同条

第 2項中「許可申請書」を「急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許

可申請書」に改め、同項第 3号中「承諾書が得られない場合は」

を「当該承諾書が得られない場合にあっては」に改め、同項第 4

号中「必要と」を「必要があると」に改め、同条第 3項中「許可

申請」を「規定による申請」に、「必要と」を「必要があると」

に改める。

第 4条の見出し中「届出」を「届出手続」に改める。

第 5条の見出しを「（制限行為の着手等の届出及び監督）」に

改め、同条第 1項中「第 3条」を「法第 7条第 1項」に、「急傾

斜地崩壊危険区域内制限行為着手届」を「急傾斜地崩壊危険区域

内制限行為着手等届」に、「得なければ」を「得なければ、」に

改め、同条第 2項中「第 3条」を「法第 7条第 1項」に、「前項

の届」を「、前項の急傾斜地崩壊危険区域内制限行為着手等届」

に改め、同条第 3項中「第 3条」を「法第 7条第 1項」に、「急

傾斜地崩壊危険区域内制限行為廃止（終了）届」を「急傾斜地崩

壊危険区域内制限行為着手等届」に改める。

第 6条の見出しを「（制限行為の許可内容の変更の許可）」に

改め、同条中「第 3条」を「法第 7条第 1項」に、「提出しなけ

れば」を「提出して許可を受けなければ」に改める。

第 7条中「該当する」を「該当した」に、「この規則の規定に

よる許可は」を「法第 7 条第 1 項又は前条の規定による許可

は、」に改め、同条第 1号中「すべてが」を「全てが」に改め、

同条第 2 号中「第 5 条第 3 項の」を「第 5 条第 3 項の規定によ

る」に改め、同条第 4号中「経過しても」を「経過しても当該行

為に」に改める。

第 8 条の見出しを「（原状回復等）」に改め、同条第 1 項中

「第 3 条」を「法第 7 条第 1 項」に、「許可の」を「当該許可

の」に、「許可が」を「当該許可が」に改め、同項ただし書中

「この限りでない」を「、この限りでない」に改め、同条第 2項

中「第 3条」を「法第 7条第 1項」に、「不適当な」を「不適当

である」に、「指示をすることがある」を「指示をすることがで

きる」に改める。

第 9条の見出し中「届出」を「届出手続」に改める。

第10条中「、第11条第 2項及び第17条第 2項の規定による」を

（第11条第 2 項及び第17条第 2 項において準用する場合を含

む。）の」に、「による身分証明書とする」を「によるものとす

る」に改める。

第11条の見出し中「提出」を「経由等」に改め、同条中「この

規則の定めるところにより、」を「法又はこの規則の規定によ

り」に、「申請書及び届」を「書類」に、「管轄する」を「所管

する」に、「経由しなければ」を「経由して提出しなければ」に

改める。

別記第 1号様式中

「年　　　　月　　　　日」

を

「　　　　年　　月　　日」

に、

「　　　高知県知事　　　　　　　　　　　　様」

を

「　高知県知事　様　　　　　　　　　　　　　」

に、

「
申請人住所

　法人にあっては、主た

　　　　　　　る事務所の所在地

　氏　　　名　法人にあっては、名称

　　　　　　　及び代表者氏名　　　　　　　」

を

「申請者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、「高知県急傾斜地崩壊危険区域の指定地管理規則第 3条の規

定により」を「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第

7条第 1項の規定による」に、「関係書類」を「次のとおり関係

書類」に、

「行為の内容

及び施行方法」

を

「行為の内容及

び施行方法　」

に改める。

別記第 2号様式中

「年　　　　月　　　　日」

を

「　　　　年　　月　　日」

に、

「　　　高知県知事　　　　　　　　　　　　様」

を

「　高知県知事　様　　　　　　　　　　　　　」

に、

「
届出人住所

　法人にあっては、主た

　　　　　　　る事務所の所在地

　
氏　　　名

　法人にあっては、名称

　　　　　　　及び代表者氏名　　　　　　　」

を

「届出者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、「高知県急傾斜地崩壊危険区域の指定地管理規則第 4条」を

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 7条第 3項」

に、「次のとおり」を「次のとおり関係書類を添えて」に、

「行為の内容

及 び 方 法」

を

「行為の内容及

　び施行方法　」

に改める。

別記第 3号様式中

「年　　　　月　　　　日」

を

「　　　　年　　月　　日」

に、

「　　　高知県知事　　　　　　　　　　　　様」

を

「　高知県知事　様　　　　　　　　　　　　　」

に、

「
届出人住所

　法人にあっては、主た

　　　　　　　る事務所の所在地

　
氏　　　名

　法人にあっては、名称

　　　　　　　及び代表者氏名　　　　　　　」

を

「届出者　住所

氏名
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法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、

「急傾斜地崩壊危険区域内制限行為着手（廃止、終了）届」

を

「　　　急傾斜地崩壊危険区域内制限行為着手等届　　　」

に、

「　住　　所

氏　　名」

を

「住所

氏名　　　」

に改める。

別記第 4号様式中

「年　　　　月　　　　日」

を

「　　　　年　　月　　日」

に、

「　　　高知県知事　　　　　　　　　　　　様」

を

「　高知県知事　様　　　　　　　　　　　　　」

に、

「
申請人住所

　法人にあっては、主た

　　　　　　　る事務所の所在地

　
氏　　　名

　法人にあっては、名称

　　　　　　　及び代表者氏名　　　　　　　」

を

「申請者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、「関係書類」を「次のとおり関係書類」に、

「行為の内容

及び施行方法」

を

「行為の内容及

び施行方法　」

に改め、同様式注中「この申請書に添付しなければならない図

書」を「次に掲げる書類を添えてください。」に改める。

別記第 5号様式中

「年　　　　月　　　　日」

を

「　　　　年　　月　　日」

に、

「　　　高知県知事　　　　　　　　　　　　様」

を

「　高知県知事　様　　　　　　　　　　　　　」

に、

「
届出人住所

　法人にあっては、主た

　　　　　　　る事務所の所在地

　
氏　　　名

　法人にあっては、名称

　　　　　　　及び代表者氏名　　　　　　　」

を

「届出者　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　」

に、「次のとおり」を「次のとおり関係書類を添えて」に、

「工事の施行

期　　　　間」

を

「工事の施行期

間　　　　　」

に改める。

別記第 6号様式を次のように改める。
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第第６６号号様様式式（第10条関係）

備考 １ 写真の大きさは、縦４センチメートル、横３センチメートルとする。

２ この身分証明書を紛失し、又はこの身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに所属長

に報告しなければならない。

３ この身分証明書は、転任し、又は退職したときは、直ちに返納しなければならない。

（裏面）

第 号

身分証明書

所属

職名

氏名

年 月 日生

有効期限 年 月 日

上記の者は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第５条第１項、第11条第１項又は第

17条第１項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、又は立入検査をする職員であること

を証明します。

年 月 日発行

高知県知事

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（抜粋）

（調査）
第第４４条条 前条第１項の指定は、必要に応じ、当該指定に係る土地に関し、地形、地質、降水等の状況に関する現地調査をし
て行なうものとする。
（調査のための立入り）

第第５５条条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の調査のためにやむを得ない必要があるときは、他人
の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができ
る。

２～４ 略
５ 第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があ
つたときは、これを提示しなければならない。

６ 略
７ 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第１項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはな
らない。

８～10 略
（立入検査）

第第1111条条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第７条第１項、第８条第１項又は前条第１項若しくは第２
項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急
傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を検査することができる。

２ 第５条第５項の規定は、前項の場合について準用する。
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
（土地の立入り等）

第第1177条条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、都道府県営工事のためにやむを得ない必要があるときは、
他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することが
できる。

２ 第５条第２項から第10項までの規定は、前項の場合について準用する。
第第2288条条 次の各号の一に該当する者は、６月以下の懲役又は５万円以下の罰金に処する。
(１) 第５条第７項（第17条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
(２)・(３) 略
(４) 第11条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第第3300条条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前３条の違
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

9.0センチメートル

6.0セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

写真貼り付け箇所

附　則

この規則は、令和 4年 4月 1日から施行する。

高知県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第 8号

高知県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則

高知県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律施行細則（平成15年高知県規則第77号）の一部を次の

ように改正する。

第 7条の見出し中「変更」を「住所等の変更」に改め、同条中

「氏名又は住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は

主たる事務所の所在地」を「住所又は氏名（法人にあっては、主

たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名」に、「特定

開発行為住所氏名等変更届出書」を「特定開発行為住所等変更届

出書」に改める。

別記第 1号様式を次のように改める。
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別別記記
第第１１号号様様式式（第２条関係）

第 号

身分証明書

所属

職名

氏名

年 月 日生

有効期限 年 月 日

上記の者は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第５条第１項、

第 条第１項又は第 条第１項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、又は立入検査を

する職員であることを証明します。

年 月 日発行

高知県知事

備考 １ 写真の大きさは、縦４センチメートル、横３センチメートルとする。
２ この身分証明書を紛失し、又はこの身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに所属長
に報告しなければならない。

３ この身分証明書は、転任し、又は退職したときは、直ちに返納しなければならない。

（裏面）

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（抜粋）
（基礎調査のための土地の立入り等）

第第５５条条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のためにやむを得ない必要があるときは、その必
要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用すること
ができる。

２～４ 略
５ 第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求が
あったときは、これを提示しなければならない。

６ 略
７ 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第１項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはな
らない。

８～ 略
（立入検査）

第第 条条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第 条第１項、第 条第１項、第 条第２項、第 条又は
前条第１項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地におい
て行われている対策工事等の状況を検査することができる。

２ 第５条第５項の規定は、前項の場合について準用する。
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
（緊急調査のための土地の立入り等）

第第 条条 都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、緊急調査のためにやむを得ない
必要があるときは、これらの必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を
作業場として一時使用することができる。

２ 第５条（第１項及び第４項を除く。）の規定は、前項の規定による立入り及び一時使用について準用する。この場合に
おいて、同条第８項から第 項までの規定中「都道府県」とあるのは、「都道府県又は国」と読み替えるものとする。

第第 条条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は 万円以下の罰金に処する。
１ 第５条第７項（第 条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒
み、又は妨げた者

２ 第 条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第第 条条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前
３条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

センチメートル

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

写真貼り付け箇所

別記第 3号様式から別記第 5号様式までの規定中

「　住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

　　氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及

び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

別記第 6号様式中

「特定開発行為住所氏名等変更届出書」

を

「　特定開発行為住所等変更届出書　」

に、

「　住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及

び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、

「氏名又は名称

　　　　　　　　　　」

を

「住所又は主たる事務

所の所在地　　　　」

に、

「住所又は主たる事務

所の所在地　　　　」

を

「
氏名又は名称

　　　　　　　　　　」

に改める。

別記第 7号様式中

「　住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
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氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「　住所

氏名

法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及

び代表者の職・氏名

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

附　則

この規則は、令和 4年 4月 1日から施行する。

告 示

高知県告示第370号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、令和 4年 3月22日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　国道

2　路　線　名　441号

3　道路の区域

2　路　線　名　藪ヶ市松野

3　道路の区域

3　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

四万十市板ノ川字笠

松1073番 1から

四万十市板ノ川字南

沖ノ坪1367番 1まで

〜 32前

〜 32後

12.4

16.4

10.6

16.4

高知県告示第371号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、令和 4年 3月22日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

区 　　　 　間

区 　　　 　間

延　　　　長

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

変更前

後の別

四万十市西土佐下家

地字ヒヤマ2084番 1

から

四万十市西土佐下家

地字ヲソフキ883番

1まで

四万十市竹屋敷字申

打1146番 6 から

四万十市竹屋敷字申

打1146番 4まで

〜

〜

535

128

前

前

〜

〜

535

128

後

後

2.8

18.2

3.6

6.7

7.5

31.3

5.3

12.8

高知県告示第372号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、令和 4年 3月22日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　昭和中村

3　道路の区域

高知県告示第373号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、令和 4年 3月22日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　国道

2　路　線　名　439号

供 用 開 始 区 間

供 用 開 始 区 間

供 用 開 始 区 間

延　　　　長

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

供用開始年月日

供用開始年月日

供用開始年月日

346

32

292

令和 4年 3月25

日

令和 4年 3月22

日

令和 4年 3月22

高岡郡檮原町佐渡662番地

先から

高岡郡檮原町中平下鷹取山

国有林4048林班ろ小班まで

四万十市板ノ川字笠松1073

番 1から

四万十市板ノ川字南沖ノ坪

1367番 1まで

四万十市古尾字ヤクヲクチ

162番 3から

高知県告示第374号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、令和 4年 3月22日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　国道

2　路　線　名　441号

3　道路の区域

高知県告示第375号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、令和 4年 3月22日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　昭和中村

3　道路の区域
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高知県告示第376号

車両制限令（昭和36年政令第265号）第 3 条第 1 項第 2 号イの

規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び

軸距に応じて最大25トンである道路を次のとおり指定する。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

1　指定する道路の路線名及び区間

2　指定する期日

令和 4年 4月 1日

高知県告示第377号

車両制限令（昭和36年政令第265号）第 3 条第 1 項第 3 号の規

定により、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである

道路を次のとおり指定し、併せて、同令第10条第 1項の規定によ

り、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以

下の車両の通行方法を次のとおり定める。

令和 4年 3月22日

高知県知事　濵田　省司

1　指定する道路の路線名及び区間

2　指定する期日

令和 4年 4月 1日

3　通行方法

1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以

下の車両は、次に掲げる通行方法によらなければならない。

( 1 )　走行位置の指定

トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載す

る貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、車線からはみ

出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に

出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標

識、樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意する

こと。

( 2 )　後方警戒措置

後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を

防止するため、横寸法0.23メートル以上及び縦寸法0.12メ

ートル以上又は横寸法0.12メートル以上及び縦寸法0.23メ

ートル以上の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射

性を有する材料で「背高」と表示した標識を車両の後方の

見やすい箇所に掲げること。

( 3 )　道路情報の収集

道路の状況は、工事の実施等により変化することがある

ので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のない

ことを確認の上走行すること。

公営企業局管理規程

高知県公営企業局組織規程の一部を改正する規程を次のように

定める。

令和 4年 3月22日

高知県公営企業局長　橋口　欣二

高知県公営企業局管理規程第 4号

高知県公営企業局組織規程の一部を改正する規程

高知県公営企業局組織規程（昭和43年高知県企業局管理規程第

2号）の一部を次のように改正する。

第 5条第 1項中「第 9条第11項」を「第 9条第10項」に、「次

の部」を「次の室、部」に改め、同項の表中

に改め、同条第 2項中「第 9条第12項」を「第 9条第11項」に、

「次の部」を「次の室、部」に改め、同項の表中

に改め、同表診療部の項中「入退院支援センター　医療安全管理

室　感染管理室」を「入退院支援センター」に改める。

第 9条中第 7項及び第 8項を削り、第 6項を第 8項とし、第 1

項から第 5項までを 2項ずつ繰り下げ、同条に第 1項及び第 2項

として次のように加える。

医療安全管理室の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

( 1 )　医療安全管理に関すること。

( 2 )　前号に掲げるもののほか、室に関する必要な事項

2　感染管理室の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

( 1 )　感染管理に関すること。

( 2 )　前号に掲げるもののほか、感染管理に関する必要な事項

第 9条第10項中「及び東部周産期センター」を「、東部周産期

センター及びがん化学療法センター」に改め、同項に次の 1号を

加える。

( 7 )　がん化学療法センターの分掌事務

ア　がん患者の化学療法による高度の診療に関すること。

イ　アに掲げるもののほか、センターに関する必要な事項

第14条の表中

　日四万十市古尾字ヤクヲクチ

1467番 2まで

路線名

県道北本町領石

路線名

県道北本町領石

区間

高知市南御座1103番 1から

高知市南御座1605番まで

区間

高知市南御座1103番 1から

高知市南御座1605番まで

部及びセンター

名

東部周産期セン

ター

室、部及びセン

ター名

医療安全管理室

感染管理室

「

「

「

「

を

に改め、同表診療部の項中「医療安全管理室　感染管理室」を削

り、

を

」

」

」

科、室及び課名

科、室及び課名

東部周産期セン

ター

がん化学療法セ

ンター

」

部及びセンター

名

「

」

室、科、センター及び課名

室、部及びセン

ター名

医療安全管理室

感染管理室

「

」

室、科、センター及び課名

を

副院長

「

「

を

」

院長を補佐し、所属職員を指揮監督す

る。
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を削る。

附　則

この規程は、令和 4年 4月 1日から施行する。

教 育 長 告 示

高知県教育長告示第 1号

学校教育法（昭和22年法律第26号）第 4条第 1項第 3号の規定

により、私立幼稚園の廃止を次のとおり認可した。

令和 4年 3月22日

高知県教育長　伊藤　博明

副院長

室長

」

院長を補佐し、所属職員を指揮監督す

る。

室（部の内部の室を含む。第16条第 2項

において同じ。）の事務を掌理し、所属

職員を指揮監督する。

室長

室

病院

病院

室

「

「

「

「

に改め、

に改め、

を削る。

第16条第 2項の表中

を

」

」

」

」

室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。

室長（必要があると認める室に限

る。）

医監　院長　副院長

医監　院長　副院長

室長（必要があると認める室に限

る。）

学校名

海の星幼稚園

認可年月日

令和 4年 3月 2日

設置者名

学校法人暁の星学園

公 安 委 員 会 規 則

高知県警察国有物品管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 4年 3月22日

高知県公安委員会委員長　西山　彰一

高知県公安委員会規則第 3号

高知県警察国有物品管理規則の一部を改正する規則

高知県警察国有物品管理規則（昭和39年高知県公安委員会規則第 4号）の一部を次のように改正

する。

第 1条第 2項中「（昭和40年警察庁訓令第13号）」を「（昭和40年11月警察庁訓令第13号）」に

改める。

第 2条中「警察本部長」を「高知県警察本部長」に改める。

第 4条第 2項中「警務部会計課長」を「高知県警察本部警務部会計課長」に改める。

第 5条第 1項中「（以下「本部」という。）」を削り、同条第 2項中「警務部会計課長」を「高

知県警察本部警務部会計課長」に、「警務部会計課次長」を「高知県警察本部警務部会計課次長」

に改める。

第 6条第 1項中「本部」を「高知県警察本部」に、「、警察学校及び」を「及び高知県警察学校

並びに」に改める。

第12条第 1項中「物品供用請求書」を「物品供用（請求）書」に改める。

第13条第 2項中「に押印する」を「により受領した物品の確認を行う」に改める。

第20条第 2項中「その結果」を「、その結果」に改める。

第22条中「記名して押印し」を「記名し」に改め、同条ただし書中「記名して押印する」を「記

名する」に改める。

別記第 1号様式中

保管委託期

間

保管委託期間

物品出納簿登記済

　　　　　　年　　　月　　　日　　 ㊞

物品出納簿登記済

記載者確認欄 記載者確認欄

「

「

「

「

を

に、

を

」

」

」

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

物品供用簿登記済

　　　　　　年　　　月　　　日　　 ㊞

物品供用簿登記済
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年　　月　　日 年　　月　　日

」

に改める。

別記第 2号様式中

「物品管理官　殿」

を

「物品管理官　様」

に、

を

に改める。

別記第 3号様式中

を

「

「

」

」

返還理由

物品管理簿登記済

　　　　　　年　　　月　　　日　  ㊞

返還理由

物品出納簿登記済

　　　　　　年　　　月　　　日　　㊞

物品管理簿登記済

　　　年　月　日　　 ㊞

物品出納簿登記済

　　　年　月　日　　 ㊞

物品供用簿登記済

　　　　年　月　日　   ㊞

「

」

に改める。

別記第 4号様式中

に改める。

別記第 5号様式中

「物品供用員　殿」

を

「物品供用員　様」

に、

に改める。

別記第 6号様式中

「物品出納員　殿」

を

「物品出納員　様」

に、

を

を

を

物品管理簿登記済

記載者 記載者 記載者
確認欄 確認欄 確認欄

年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

物品出納簿登記済 物品供用簿登記済

「

」

物品出納簿登記済

物品出納簿登記済
記載者確認欄

「

「

」

」

　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　    ㊞

年　　　月　　　日

受領年月日

　　　　　　年　　　月　　　日

受領年月日

　　　　　　年　　　月　　　日

「

「

」

」

物品供用簿登記済

　　　　　　年　　　月　　　日　  ㊞

物品供用簿登記済

　　　　　年　　月　　日
　
記載者確認欄

物品供用員受領印

「

」

㊞

「
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に改める。

別記第 7号様式を次のように改める。

物品供用員確認欄

」

第第
７７
号号
様様
式式
（
第

条
関
係
）

物
品
保
管
書

品
目

番
号

規
格

使
用
職
員
氏
名

受
領

返
納

使
用
数
量

摘
要

数
量

年
月
日

使
用
職
員

確
認
欄

数
量

年
月
日

物
品
供
用

員
確
認
欄

備
考

１
こ
の
物
品
保
管
書
は
、
毛
布
、
出
動
服
、
鉄
帽
等
の
物
品
で
、
物
品
供
用
員
が
保
管
し
、
必
要
に
応
じ
一
時
使
用
さ
せ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
作
成
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

２
物
品
の
機
械
番
号
、
取
得
年
月
日
及
び
価
格
等
参
考
事
項
を
「
摘
要
」
欄
に
記
入
す
る
。
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別記第 8号様式中

に改める。

別記第 9号様式中

「物品供用員　殿」

を

「物品供用員　様」

に、

に改める。

別記第10号様式中

「物品供用員　殿」

を

「物品供用員　様」

に改める。

別記第11号様式中

に改める。

別記第12号様式中

「物品供用員　殿」

を

「物品供用員　様」

に、「供用換えをするので」を「供用換えをするので、」に、

に改める。

別記第13号様式中

「物品供用員　殿」

を

「物品供用員　様」

に改める。

別記第14号様式中「㊞」を削り、「亡失（損傷）したから」を「亡失（損傷）したので、」に、

「その他参考」を「その他参考事項」に改める。

別記第15号様式中

「高知県警察本部長　殿　　」

を

「（高知県警察本部長）　殿」

に改め、「㊞」を削り、

「物品管理職員

官職

氏名

　
管理期間

　　　　　年　　月　　日から

　　　　　　　　　　年　　月　　日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「所属名

物品管理職員

官職

氏名

管理期間

　　　　　　　年　　月　　日から

　　　　　　　年　　月　　日まで　　　」

に改める。

別記第16号様式中

「高知県警察本部長　殿」

を

「高知県警察本部長　様」

に、「報告する」を「、報告する」に改める。

別記第17号様式（その 1）注を次のように改める。

注　 1　物品の分類及び品目別に別葉とすること。

2　「年月日」欄は、当該異動があった年月日を記入すること。

3　「摘要」欄は、供用所属名、命令番号その他必要な事項を記入すること。

を

物品出納簿登記済

物品出納簿登記済
記載者確認欄

「

「

」

」

　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　  ㊞

年　　　月　　　日

を

を

物品供用簿登記済

物品出納簿登記済

物品供用簿登記済

物品出納簿登記済

記載者確認欄

記載者確認欄

「

「

「

「

」

」

」

」

　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　  ㊞

　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　  ㊞

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

を

物品供用簿登記済

物品供用簿登記済
記載者確認欄

「

」

」

　　　　　　　　　　　　年　　　月　　日　　  ㊞

年　　　月　　　日

「
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4　「供用内訳」欄は、供用所属名を記入し、必要に応じて増減することができる。

5　毎葉の余白がなくなった場合は、当該葉及び次葉の「摘要」欄に「繰越し」と記入し、繰

越しをすること。

6　この物品出納簿は、警察庁物品管理取扱細則（昭和40年11月警察庁訓令第13号）に基づく

物品管理簿と編集して使用することができる。

別記第17号様式（その 2）中

に改める。

別記第19号様式中「帳簿記載の」を「帳簿に記載する」に、

「　　　　　年　月　日　　　」

を

「　　　　　　年　　月　　日」

に改め、「㊞」を削る。

附　則

この規則は、令和 4年 4月 1日から施行する。

「

「

を

」

」

海 区 漁 業 調 整

委 員 会 指 示

高知海区漁業調整委員会指示第96号

浦ノ内湾におけるあさりの採捕について、漁業法（昭和24年法

律第267号）第120条第 1 項の規定に基づき、令和 4 年 2 月21日

に、次のとおり指示した。

令和 4年 3月22日

高知海区漁業調整委員会会長　前田　浩志

（採捕の制限）

1　浦ノ内湾において、 2に定める制限区域内では、あさりを採

捕してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。

( 1 )　国の機関又は地方公共団体（大学等の試験研究機関を含

む。以下同じ。）が、あさりに係る調査又は試験研究を目的

として採捕する場合（当該国の機関又は地方公共団体から委

託、補助その他の関与を受けて採捕する場合を含む。）

( 2 )　高知海区漁業調整委員会（以下「委員会」という。）か

ら採捕の承認を受けて採捕する場合

（制限区域）

2　あさりの採捕に係る制限区域は、次に掲げるとおりとする。

( 1 )　Ａ区域（天皇洲の区域）

次の点アから点オまでの各点を順次に直線で結んだ線及び

点オと点アとを直線で結んだ線により囲まれた区域

点ア　北緯33度26分15.6秒・東経133度25分26.7秒

点イ　北緯33度26分10.0秒・東経133度25分22.8秒

点ウ　北緯33度26分2.2秒・東経133度25分38.9秒

点エ　北緯33度26分6.5秒・東経133度25分51.9秒

点オ　北緯33度26分13.0秒・東経133度25分47.2秒

( 2 )　Ｂ区域（宇佐大橋の南西側の区域）

次の点アから点オまでの各点を順次に直線で結んだ線及び

点オと点アとを直線で結んだ線により囲まれた区域

点ア　北緯33度26分18.1秒・東経133度26分16.0秒

点イ　北緯33度26分14.2秒・東経133度26分19.0秒

点ウ　北緯33度26分7.9秒・東経133度26分17.2秒

点エ　北緯33度26分6.2秒・東経133度26分10.3秒

点オ　北緯33度26分13.1秒・東経133度26分8.9秒

（殻長の制限）

3　 1の( 2 )の採捕の承認を受けた者は、殻長 3センチメートル

未満のあさりを採捕してはならない。

（標識の携帯）

4　 1の( 2 )の採捕の承認を受けた者は、あさりを採捕しようと

するときは、事前に委員会に届け出た標識を自ら携帯しなけれ

ばならない。
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（報告書の提出）

5　 1の( 2 )の採捕の承認を受けた者は、四半期ごとに、委員会

が別に定める様式によるあさりの採捕に係る報告書を委員会に

提出しなければならない。

（採捕の承認の取消し）

6　委員会は、この指示又は高知県漁業調整規則（令和 2年高知

県規則第73号）の規定に違反してあさりを採捕したときその他

漁業調整上必要があると認めるときは、 1の( 2 )の採捕の承認

を取り消すことができる。

（事務の取扱い）

7　この指示に定めるもののほか、 1の( 2 )の採捕の承認に関す

る事務の取扱いについては、委員会が別に定めるところによる

ものとする。

（指示の有効期間）

8　この指示の有効期間は、令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月

31日までとする。

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

令和 4年 3月22日

高知県警察本部長　熊坂　隆

1　入札に付する事項

( 1 )　借入物品の名称及び数量

令和 4年度仮想化サーバ　一式

( 2 )　借入物品の特質等

入札説明書による。

( 3 )　借入物品の借入期間

令和 4年10月 1日から令和 9年12月31日まで

( 4 )　借入物品の借入場所

高知県警察本部警務部情報管理課が指定する場所

( 5 )　入札方法

ア　入札金額は、この入札公告に示した借入物品の借入期間

の賃貸借料の月額を入札書に記載すること。

イ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額

に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「令和 3～令和 5年度競争入札参加資

格者登録名簿（物品購入等関係）」に登録されている者で

あること。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　 4の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和 3

年度から令和 5年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（令和 2 年10月高知県告示第810号。以下「告

示」という。）第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けていない者であること

又は告示第 1の 2の( 9 )に該当しない者であること。

( 5 )　入札説明書に示した借入物品の要求仕様に合致した物

品及び数量を確実に納入し得ることを証明し、かつ、契約

を完全に履行する業務の実施体制及び能力を備えている者

であること。

( 6 )　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－8544

高知市丸ノ内二丁目 4番30号

高知県警察本部警務部会計課用度係

電話番号088－826－0110（内線2252）

( 2 )　入札説明書の交付方法

令和 4年 3月22日（火）から同年 4月18日（月）まで（日

曜日及び土曜日を除く。）の間に( 1 )の交付場所で交付す

る。

( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

令和 4年 5月16日（月）午前10時30分

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和 4年

5月13日（金）午後 5時までに( 1 )の入札説明書の交付場

所に必着すること。

イ　場所

高知市丸ノ内二丁目 4 番30号　高知県警察本部 2 階　

201会議室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した借入物品及び数量を確実に納入し得ることを証明する書

類を令和 4年 4月18日午後 5時までに 3の( 1 )の入札説明書

の交付場所に提出し、この一般競争入札に参加する資格があ

ることの確認を受けなければならない。また、開札の日まで

の間において、高知県警察本部長から当該書類に関し説明を

求められた場合は、これに応じなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法等

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

2の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、高知県知事が定める

申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務セン

ターに提出すること。ただし、令和 4年 4月11日（月）午後

5時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る

入札参加資格が与えられない。また、同日までに申請を行っ

た場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に

係る入札参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するととも

に、当該事項を申し出ること。
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( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

(10)　令和 4年度高知県一般会計予算が議決されなかった場合

（修正されて議決された場合を含む。）は、本件調達手続の

停止等を行うことがある。

(11)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the products to be leased: 

2022 Virtualization server 1 set

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. Monday 18 April 

2022

( 3 )　Date and time for tender (by hand): 10:30 A.M. on 

Monday 16 May 2022

( 4 )　Date and time for tender (by registered mail): To 

arrive at the division noted in (5) by 5:00 P.M. on 

Friday 13 May 2022

( 5 )　Contact: Supplies Section, Accounting Division, 

Department of Police Administration, Kochi Prefectural 

Police Headquarters, 2-4-30 Marunouchi, Kochi City, 

Kochi 780-8544

Tel: 088-826-0110 (ext. 2252)

( 6 )　Others: As in the tender documentation
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